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浸水対策小委員会（仮称）の
設置について

１．趣旨

２．主な審議事項（案）

３．委員会の位置づけ

４．浸水対策の現状と課題

５．委員会構成（案）

6．検討スケジュール（案）
1



１．趣 旨

都市の浸水対策は下水道の最も基本的な役割

近年の都市型水害の頻発を踏まえ、都市におけ
る浸水対策のあり方を再点検

今後優先すべき施策と、実現に向けたロードマッ
プを明らかにするため

下水道政策研究委員会に

「浸水対策小委員会（仮称）」を設置
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２．主な審議事項(案)

①浸水対策の目標

②都市における総合的な浸水対策

③国として優先すべき施策

3



３．浸水対策小委員会（仮称）の位置付け
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４－１．最近の降雨と浸水被害の状況

４－２．浸水対策の目標

４－３．都市における総合的な浸水対策

４．浸水対策の現状と課題
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４－１．最近の降雨と浸水被害の状況
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平成１６年過去最大10個の台風が日本に上陸

資料：消防庁調べ 平成16年10月28日現在

【参考】

台風の平均発生個数 ：26.7個※

〃 上陸個数 ： 2.6個※

昨年までの最大上陸数：６個(H2,H5)

※1971年から2000年までの30年間の平均値
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台風23号 台風10号台風11号台風22号台風18号 台風6号

台風16号

台風21号

台風4号

台風15号

月 日 災害
死者・
行方不明

浸水戸数

11 台風4号 - -

21 台風6号
（静岡県、徳島県）

5 42

12～13 新潟・福島豪雨
（新潟県、福島県）

16 8,357

17～18 福井豪雨
（福井県、山形県等）

5 13,726

29～8/2 台風10号
（徳島県、高知県等）

5 台風11号
（三重県等）

17～20 台風15号
（愛媛県、香川県等）

10 3,034

27～31

台風16号
（熊本県、宮崎県、鹿児島
県、徳島県、香川県、愛媛
県、広島県、岡山県等）

17 46,566

4～8
台風18号
（北海道、兵庫県、広島県、
岡山県、香川県等）

45 8,360

25～30
台風21号
（三重県、愛媛県、岡山県、
兵庫県等）

27 19,681

7～9 台風22号
（東京都、千葉県等）

8 4,839

18～20

台風23号
(兵庫県､京都府､高知県､岡
山県､香川県､富山県､長野
県等)

90 56,844

226 164,087

10
月

合計

8
月

3 2,638

6
月

7
月

9
月



平成16年の洪水被害状況
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主な風水害による死者
204人・行方不明者数
22人

被災家屋は、全壊748
棟、半壊7,484棟、一部
損壊65,227棟、床上浸
水52,519棟、床下浸水
111,568棟
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資料：消防庁調べ 平成16年10月27日現在

作成2004/10/27 消防庁調
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東京における台風２２号の被害状況

被害概況

＜降雨状況（大手町）＞
総雨量 ２８３ｍｍ

時間最大雨量 ６９ｍｍ
＜都市機能の被害状況＞
・渋谷駅交差点で道路が冠水し、通行禁止
・麻布十番駅に雨水が流入し、地下鉄南北線が運転中止
・馬喰町駅で線路が冠水し、ＪＲ総武快速線が運転中止等

冠水した道路で動けなく
なったタクシーから助け
出される人
（１０月９日午後６時、東
京・新宿）〈読売新聞のウェ
ブサイト〉

台風22号に関する新聞記事
（朝日新聞１０月１０日）

浸水状況写真

何故、大都市でこんな被害が発生するのか？

・これまで整備されてきた下水道施設は、雨水流出率
５０％で、１時間５０ｍｍの降雨に対応する計画が一
般的。

・これまでの手法だけでは対応困難
→ 総合的な浸水対策が必要

・現在は、流出率が増加、降雨強度も増大。加えて、
地下街が増加し、危険度もアップ。
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平成16年度の浸水被害状況

平成16年11月26日 朝日新聞平成16年11月12日 読売新聞
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外水（茶色）

内水（透明）

内水被害と外水被害

平成5～14年度の10年間の合計（水害統計より）

内水による被害額の割合内水対策は下水道の役割

降った雨が下水道や河川に排水できないことによって
引き起こされる浸水被害→内水被害

河川の役割
（外水対策）

＜全国＞ ＜東京都＞

内水による
被害額
４６％

外水等の
内水以外による
被害額
５４％

内水による
被害額
８０％

外水等の内水以外に
よる被害額 ２０％

約1.3兆円 約1.1兆円
約1,000億円

約250億円

東海豪雨での内水被害と外水被害

11

下水道の役割
（内水対策） 川や海へ



総合的な豪雨災害対策についての緊急提言
平成１６年１２月２日 豪雨災害対策総合政策委員会

12



４－２．浸水対策の目標
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都市における浸水被害の増大

浸水面積は減少してい
るが、都市化の進展に
より、被害は増大

出典：平成15年度国土交通白書
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都市型浸水被害の増大

平成１１年 福岡市

平成１２年 名古屋市
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１時間降雨量における年間延べ件数

（全国のアメダス地点 約1,300箇所より）1. 時間雨量 ６０６０㎜以上の降雨の発生回数

2. 時間雨量１００１００㎜以上の降雨の発生回数

S51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H8～15

平均平均 8282 回回

S61～H7

平均 67回
S51～60

（回/年）

0

5

10

S51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H8～15

平均平均 44..88回回
平均平均 22..33回回

S61～H7

平均平均 22..22 回回

S51～60
（回/年）
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160
既に既に11６５６５回回

既に既に77 回回

（平成16年は10月21日現在）

（平成16年は10月21日現在）

16

頻発する集中豪雨

平均平均9898 回回
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集中豪雨の特徴

出典：[新]雨水整備クイックプラン 東京都下水道局

特徴①：短時間に集中する豪雨

総雨量の約9割が1時間に集中

特徴②：局所的に降る豪雨

練馬から5kmの距離の石神井では最大時間雨量が練馬の1/5以下

17

平成11年7月21日の集中豪雨の状況



浸水対策の目標の変遷
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浸水対策計画（計画降雨の設定）

政令指定都市における計画降雨

大阪市

横浜市

川崎市仙台市

北九州市神戸市札幌市

東京都

広島市

京都市

福岡市

名古屋市

千葉市

0

2

4

6

8

10

12

14

20 30 40 50 60 70

降雨強度(mm/hr)
確
率
年

５年

10年

都市名
降雨強度
（mm/hr）

確率年
（年）

札幌市 35 10

仙台市 52 10

千葉市 50 5

東京都 50 3

横浜市 60 10

川崎市 58 10

名古屋市 50 5

京都市 51 5

大阪市 60 12

神戸市 49 10

広島市 46 5

北九州市 53 10

福岡市 52 5

注．さいたま市除く

→多くの都市で５年確率あるいは10年確率の降雨強度を採用

平成１４年度下水道政策研究会委員会報告
全国 当面 ：５年に一度
中長期的：少なくとも１０年に一度

都市機能集積地区等
当面 ：少なくとも１０年に１一度
中長期的：B/Cを考慮し，例えば30年～50年
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（国土交通省ヒアリングによる）



浸水対策事業の経済評価

浸水対策
事業効果

社会経済
向上効果

被害軽減
効果

直接被害
軽減効果

間接被害
軽減効果

事後的
被害軽減
効果

地価の上昇等の経済波及効果

資産被害
軽減効果

人的被害
軽減効果

生産被害
軽減効果

精神的
被害軽減
効果

人命損傷、感染症等

一般資産、農作物、公共土木施設等

営業停止被害

応急対策、交通途絶、
ライフライン切断、営業停止波及

様々な被害による精神的打撃

出典：治水経済調査マニュアル（案）（平成12年河川局）を改変

：マニュアル（案）から金銭価値に変換可能な項目

これまでの経済評価手法によって定量
的に把握される事業効果には限界！

浸水被害事例からのデータの蓄積が必要！
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東京都における浸水対策

浸水対策による効果

【新宿区新宿・戸山】…（対策内容）主要枝線の整備

下水道の計画降雨

21

シミュレーション結果
計画降雨（1時間50mm）でシミュレー
ションを行い、整備前後の浸水範囲、
浸水深を比較

【豊島区巣鴨・駒込】…（対策内容）貯留管の整備

出典：[新]雨水整備クイックプラン 東京都下水道局



「浸水対策の目標」の課題

近年の集中豪雨の傾向や住民に対する分
かり易さ等の観点から、浸水対策の目標設
定はいかにあるべきか
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４－３．都市における総合的な浸水対策
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浸水対策における国の施策

赤：都市浸水対策，青：雨水貯留・浸透 ○：法制度・計画、●：雨水対策事業、☆：基準・指針、■：委員会・審議会
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1999 

H11 

(福岡 

水害) 

1998

H10

1997

H9 

1995 

H7 

1993 

H5 

(福岡・東京

水害) 

1983

S58

1982

S57

1980 

S55 

項 

目 

●
浸
水
被
害
緊
急
改
善
下
水
道
事
業 

 
 

雨
水
貯
留
施
設
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
雨
水
浸
透
施
設
の
整
備
の
考
え
方
に
つ
い
て 

○
流
域
総
合
下
水
道
計
画
調
査
費
補
助
の
拡
充
↓
特
定
都
市
河
川
流
域
の
指
定
、
流
域
水
害
対
策
計
画
の
策 

 
 

定
に
要
す
る
費
用
を
補
助
対
象 

○
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
に
基
づ
く
雨
水
貯
留
施
設
に
対
す
る
税
制
改
正
及
び
融
資
制
度
の
拡
充

 
 

↓
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
維
持
管
理
の
特
例
と
し
て
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
の
非
課
税
措
置
を
創
設

■
下
水
道
政
策
研
究
会
委
員
会
↓
下
水
道
法
上
の
浸
水
対
策
の
位
置
づ
け
の
明
確
化 

 

広
域
的
な
浸
水
対
策
の
推
進
浸
水
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
の
充
実 

■
豪
雨
災
害
対
策
総
合
政
策
委
員
会
：
「総
合
的
な
豪
雨
災
害
対
策
に
つ
い
て
の
緊
急
提
言
」 

■
社
会
資
本
整
備
審
議
会 

下
水
道
流
域
管
理
小
委
員
会
：
今
後
の
下
水
道
整
備
と
管
理
及
び
流
域
管
理 

・都
市
機
能
集
積
地
区
や
都
市
再
開
発
事
業
か
ら
の
整
備
重
点
化 

・河
川
事
業
と
の
連
携 

・ソ
フ
ト
対
策 

○
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
↓
下
水
道
整
備
緊
急
措
置
法
の
廃
止 

・河
川
事
業
と
の
連
携
、
雨
水
貯
留
浸
透
の
積
極
的
導
入
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
の
ソ
フ
ト
対
策
等
総
合
的
な
都

市
浸
水
対
策
を
推
進 

・重
点
的
な
都
市
浸
水
対
策
を
推
進 

○
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法 

○
下
水
道
法
施
行
令
改
正
↓
雨
水
の
貯
留
及
び
浸
透
に
つ
い
て
明
確
化 

●
総
合
的
な
都
市
雨
水
対
策
計
画 

■
地
下
街
等
浸
水
時
避
難
計
画
策
定
手
法
検
討
委
員
会 

■
下
水
道
政
策
研
究
会
委
員
会
：
中
長
期
的
視
点
に
お
け
る
下
水
道
整
備
・管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て 

・
流
域
全
体
で
公
平
か
つ
効
率
的
な
雨
水
対
策 

・
雨
水
流
出
抑
制
促
進
施
策
を
制
度
的
に
誘
導 

・
雨
水
整
備

目
標
：
（
全
国
的
）当
面
５
年
、
中
長
期
１
０
年
、
（都
市
機
能
集
積
地
区
等
）当
面
１
０
年
、
中
長
期
３
０
〜
５
０

年 

・雨
水
の
浸
透
を
計
画
的
に
推
進 

■
中
央
都
計
審 

下
水
道
小
委
員
会
：
今
後
の
下
水
道
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て 

・下
水
道
と
河
川
の
安
全
度
バ
ラ
ン
ス
・雨
水
の
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
推
進
・超
過
降
雨
時
へ
の
ソ
フ
ト
対
策 

☆
宅
地
開
発
に
伴
い
設
置
さ
れ
る
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル 

■
都
市
型
水
害
検
討
委
員
会
：
提
言
「都
市
型
水
害
に
対
す
る
緊
急
提
言
」 

☆
「地
下
空
間
に
お
け
る
浸
水
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（財
）日
本
建
築
防
災
協
会 

●
「緊
急
都
市
内
浸
水
対
策
事
業
」 

■
地
下
空
間
洪
水
対
策
研
究
会
：
提
言
「地
下
空
間
に
お
け
る
緊
急
的
な
浸
水
対
策
の
実
施
に
つ
い
て
」 

●｢

地
下
街
等
内
水
対
策
緊
急
事
業｣ 

☆｢

下
水
道
マ
ン
ホ
ー
ル
安
全
対
策
の
手
引
き(

案)｣

、(

社)

日
本
下
水
道
協
会 

☆
「総
合
的
な
都
市
雨
水
対
策
計
画
の
手
引
き
（案
）」 

■
下
水
道
懇
談
会
：
水
循
環
に
お
け
る
下
水
道
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か 

●
「雨
水
流
出
抑
制
施
設
整
備
促
進
事
業
」 

●
都
市
部
に
お
け
る
総
合
的
な
雨
水
対
策
の
推
進
に
つ
い
て 

■
中
央
都
計
審
：
今
後
の
下
水
道
の
整
備
と
管
理
は
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か 

・総
合
的
な
雨
水
対
策
の
策
定
・雨
水
の
流
出
抑
制
策
の
推
進
・広
域
的
な
雨
水
対
策 

●
「緊
急
雨
水
対
策
下
水
道
事
業
」の
推
進 

●
（重
点
施
策)

大
都
市
等
の
雨
水
排
水
能
力
の
確
保
、
他
の
質
的
向
上
を
図
る
事
業 

●
「重
点
施
策
」 

・雨
水
流
出
抑
制
型
の
下
水
道
施
設 

・排
水
設
備
の
整
備
、
普
及
を
促
進 

●
流
域
下
水
道
雨
水
幹
線
の
事
業
化 

●
地
下
貯
留
モ
デ
ル
事
業
「ア
イ
デ
ア
下
水
道
」 

●
雨
水
の
地
下
浸
透
モ
デ
ル
事
業
「ア
イ
デ
ア
下
水
道
」 

●
総
合
治
水
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
「通
達
」 

浸
水
対
策
の
変
遷 

 

（
答
申
・
報
告
・
法
令
・
事
業
） 

 



おもな施策の概要①

都市計画中央審議会下水道小委員会報告（平成1２年１２月）

今後の下水道制度のあり方について

下水道政策研究委員会 （平成1４年５月）

中長期視点における下水道整備・管理の在り方について

流域管理の視点からの雨水対策への取り組み強化
①流域協議会等を設置し、河川と整合のとれた雨水対策実施のための総合計画策定、連携事
業の促進、あるいはまちづくりの観点を踏まえた土地利用の検討。
②水害ハザードマップ等のソフト対策、洪水時の排水ポンプに係る運転ルールの確立など、流
域全体で公平、効率的な雨水対策のための法制度について検討。
③市町村界を越える雨水対策については、都道府県が事業主体となり流域下水道
等として実施するなど、行政界を越える広域的事業に、広域調整機能を有する
都道府県が積極的に取り組む仕組みを検討。

都市全体で対応する雨水対策の推進
＜制度化・具体化すべき事項＞
① 下水道事業と河川事業が適切な安全度バランスとなるような計画づくり。
② 都市施設、民間宅地、事業場等への雨水流出抑制施設設置の積極的推進。
③ 超過降雨対策として、浸水想定区域等の情報提供、水害時の情報伝達、排水ポンプの適切
な運用ルールの作成等のソフト対策。
＜検討を深めるべき事項＞
都市住民や民間事業者による雨水の流出抑制施設の設置等多様な主体の水害対策への参
画が重要。このため、適正な土地利用や建築のあり方の検討、下水道、河川、流域を包含す
る総合的な計画の枠組みを検討。
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おもな施策の概要②

社会資本整備重点計画（H15年１０月）

社会資本整備審議会 都市計画部会 下水道・流域管理小委員会（H15年4月）

雨水対策の重点化の方向

○地下空間の利用が進んだ地区や交通結節点のように、浸水に脆弱で都市機能
が高度に集積した地区から重点を置いて進めるべき。
○都市再生プロジェクト等大規模な都市再開発の一環として実施される事業、都市
施設や宅地等における雨水流出抑制施設の設置を重点的に進めるべき。
○近年大規模な浸水被害が発生し緊急な対策が求められている地区における事業
や河川事業と連携して実施される下水道事業に重点を置くべき。
○ハザードマップの策定、緊急時の情報収集や情報提供のシステムの構築等、ソフ
ト対策を推進すべき。

安全～大雨にも安全な都市づくり

○河川事業との連携、雨水浸透の積極的導入、ハザードマップの作成等のソフト対
策など、総合的な都市浸水対策を推進。

○特に、著しい浸水被害のおそれのある地域で、早急に安全性を確保。

☆アウトカム指標
【床上浸水を緊急に解消すべき戸数】 約９万戸（H14） → 約６万戸（H1９）
【下水道による都市浸水対策達成率】 ５１％（H14） → ５４％（H1９）
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ポンプによる排水

Ｐ：排水ポンプ

下水道

河川

ポンプ運転調整用
貯留施設

内水被害を
軽減・解消

河川

下水道

　浸水被害の
　発生

P

河川

下水道

　浸水被害の
　発生

PP
PP

ポンプによる排水を停止

・ポンプ運転調整を実施する地区
補助対象となる地区

・地下空間を有する地区　　　　　・都市機能集積地区

・床上浸水被害未解消地区　　　・特定都市河川流域の都市浸水想定区域

河川

下水道管渠（雨水）
河川

P

下水道管渠（雨水）

雨水貯留施設
（貯留施設が適する場合）

ポンプによる効率的な内水排除

P

雨水浸透施設
（浸透施設が適する場合）

※ローカルルールの導入

おもな施策の概要③
浸水被害緊急改善下水道事業の創設

地下空間利用が高度に発達しており浸水の恐れのある地区、都市機能集積地区、特

定都市河川流域の都市浸水想定地区、河川に排水するためのポンプの運転調整を実

施する地区等について、再度災害防止の観点から、浸水被害の軽減及び解消を図る

ため、被災年度から予算措置する「浸水被害緊急改善下水道事業」を創設。

（平成16年度 16都市、63箇所で実施）
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流域のリ
スク分担

洪水時のポンプ排水運転ルール等

共 助
土地利用
の管理

開発規制等、調整池の保全、
各戸貯留・浸透等

流域レベル

ソフト
対 策

都市における浸水対策のメニュー

ソフト
対 策

従来型
施設整備

情 報
提 供

ハード
対 策

貯留施設・浸透施設等

管きょ・ポンプ場の新・増設等

住民へのハザードマップ・雨量情報提供等

流出抑制
施 設

運用の
効率化

管きょ施設のネットワーク化等

（地域社会）

地下街管理者による止水板設置等

地域レベル

公 助

自 助

28

ハード
対 策

雨水の流域下水道等公 助

ソフト
対 策

ハード
対 策

自主避難訓練等



都市における浸水対策のイメージ

29

道路雨水ますの増設
グレーチング蓋への取替え

貯留管の整備

主要枝線の整備 幹線の暫定貯留

雨水調整池の整備

透水性舗装

管きょのループ化

取水施設の整備

バイパス管の整備

浸透ます、
浸透トレンチの設置

出典：[新]雨水整備クイックプラン 東京都下水道局



雨水流出抑制施設の設置の促進
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ソフト対策の推進

浸水想定区域を知らせるハザードマップ
（東京都）

降雨情報を一般に公表して危険を周知
（大阪市）

避難場所 避難時の心得

浸水対策を進めるにあたっては、施設整備などのハード対策と情報提供な
どのソフト対策をあわせて行うことが重要
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地下空間における浸水対策の動向

「浸水時の地下室の危険性について」
平成12年6月（財）日本建築防災協会

「家屋の浸水対策マニュアル」
平成13年７月（財）日本建築防災協会）

平成11年福岡水害・東京都新宿区での
地下空間浸水による死亡事故を契機に議論が活発化

家屋の浸水対策マニュアル （平成13年7月）
地下空間における浸水対策ガイドライン （平成13年１２月）
地下街等浸水時避難計画策定の手引き （平成16年5月）
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重点地区における総合的浸水対策立案のイメージ

選択と集中
重点地区の選定

各重点地区について下水道事業を
核とする総合的な浸水対策計画

協議会
水防管理団体、地下街・ビル管
理者、商店街組合、福祉関係者、
下水道管理者 等

33

ソフト
対 策

ハード
対 策

排水施設・情報伝達施設等

（地域社会）

公 助

自 助
ソフト
対 策

ハード
対 策

自主避難訓練等

総合的な浸水対策計画

情報提供・施設運転基準等

止水板設置等

水災シナリオ
分 析

下水道事業が重要な役割を担う部分



• 上中流域は小雨

• 下水道排水区は大雨

外水位の影響を受けない場合
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• 上中流域は大雨

• 下水道排水区は小雨

外水位の影響を受ける場合①
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• 流域全体に大雨

外水位の影響を受ける場合②
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内水浸水
外水氾濫

流域水害対策計画の策定（４条）

河川管理者、下水道管理者、地方
公共団体が共同して流域の浸水被
害防止のための計画を策定

流域住民の雨水貯留浸透の努力義務
（５条）

河川管理者による雨水貯留浸透施設
（調節池）の設置（６条）

特定都市河川・特定都市河川流域
の指定（３条）

排水設備の貯留浸透化（８条）

保全調整池の指定（２３条）

都市洪水想定区域、都市浸水想定区
域の指定・公表（３２条） 《特定河川と流域のイメージ》

河川の
自然流域

下水道の
排水区域

特定都市
河川流域

特定都市河川
の区間

ポンプ排水により河道ネッ
ク部で外水氾濫が発生

P
P
P

河川

下水道

ポンプによ
る排水

排水制限により、内水被害が
発生

P
P
P

下水道

河川

ポンプによる
排水を停止

① 基 本 方 針 ②降雨規模 ③河川の整備
④ 河 川 管 理 者 に よ る 調 整 池 の 整 備
⑤下水道整備 ⑥地方公共団体による調整池の整備
⑦下水道ポンプの運転調整 を記載

宅地内の雨水ますに貯留浸透機能
を付加し、雨水の流出量を低減

流域における雨水貯
留浸透施設の整備

地下に浸透

宅地造成等によ
り、雨水が地下
に浸透せず河川
等に一度に流出
し浸水被害をも
たらす

従前の防災調整池 埋め立て後の状況

円滑・迅速な避難の確保（３３条）

～ソフト対策～ ～規 制～

～ハード対策～
≪路地尊・墨田区≫

～指定・計画策定～

他の地方公共団体の負担金（７条）
下水道等の事業の実施により、利益を受ける他の地
方公共団体に費用を負担させることが可能

河
川

B　市

雨水貯留
浸透施設

Ａ　町

河
川

B　市

雨水貯留
浸透施設

Ａ　町

Ａ町、Ｂ市別々に
雨水貯留浸透施設
を設置せず、Ａ町
の雨水貯留浸透施
設で対岸Ｂ市の必
要貯留量をカバー
し両自治体の放流
量を確保

特定都市河川浸水被害対策法の概要
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ポンプ排水により河道ネック部で外
水氾濫が発生

P

P

P

河川

下水道

ポンプによる排水

排水制限により、内水被害が
発生

P

P

P

下水道

河川

ポンプによる排水を停止

他の地方公共団体の負担金（７条）

下水道等の事業の実施により、利益を受ける
他の地方公共団体に費用を負担させることが
可能

河
川

B　市

雨水貯留
浸透施設

Ａ　町

河
川

B　市

雨水貯留
浸透施設

Ａ　町

Ａ町、Ｂ市別々に雨水貯留浸透施設を
設置せず、Ａ町の雨水貯留浸透施設
で対岸Ｂ市の必要貯留量をカバーし両
自治体の放流量を確保

流域全体で対応する浸水対策

ポンプの運転調整
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雨水の流域下水道の推進

雨水の流域下水道：H17年度予算概算要望

政策研中長期ビジョン小委員会で提言

39

【新たに可能となる浸水対策】【従来の浸水対策】

A市

B市

A市

B市

浸水常襲地区

公共雨水管きょ

T

T

T

T

C川　　→ C川　　→

公共雨水管きょ

流域雨水幹線

公共雨水管きょ

公共雨水管きょ

・施設のルートなど計画・調整が困難
・A市とB市で整備進捗が必ずしも一致しない
・管理主体がバラバラで非効率

・計画・調整が円滑に進む
・一体的な施設建設による早期効果発現
・一体的な施設の維持管理が可能

公共雨水管きょ ：B市

公共雨水管きょ ：A市

流域雨水幹線 ：県

＜管理主体＞

社会経済活動に影響を及ぼすような広域的な浸水被害対策については、都
道府県が主体的に事業実施できるように措置すべき



「都市における総合的な浸水対策」の課題

設定された目標をより効果的に達成するためには、

・ハード対策

・ソフト対策

・行政と地域社会のパートナーシップ

・流域のパートナーシップ

等総合的な方策が求められるが、そのあり方は如
何にあるべきか。
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５．浸水対策小委員会（仮称）委員会構成（案）

委員長 ： 古米 弘明 東京大学大学院教授

委 員 ： 片田 敏孝 群馬大学助教授

〃 ： 榧野 信治 読売新聞論説委員

〃 ： 高柳 枝直 大阪市都市環境局長

〃 ： 平野 定 福岡市下水道局長

〃 ： 藤田 昌一 長岡技術科学大学教授

〃 ： ○○ ○○ （市区町村長）

〃 ： ○○ ○○ （福祉、まちづくり関係）

〃 ： ○○ ○○ （都市水害対策関係）
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６．検討スケジュール（案）

第１回（１月）審議事項全般 浸水対策の目標

第２回（３月）都市における総合的な浸水対策

第３回（５月）国として優先すべき施策
取りまとめ（原案）

第４回（６月）最終取りまとめ（案）

第16回(12月10日)政策研究委員会

浸水対策小委員会(仮称) 報告書
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